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船舶事故調査報告書 

 

                            令和３年１月２７日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二(部会長) 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和元年１２月１４日 ０４時００分ごろ 

発生場所 長崎県平戸
ひ ら ど

市平戸島のハナグリ鼻 

 肥前横島灯台から真方位２１２°１.１海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３３°２４.４′ 東経１２９°３１.４′） 

事故の概要 漁船２０亜蘭
あ ら ん

は、南東進中、浅瀬に乗り揚げた。 

２０亜蘭は、船首部船底外板の破口等を生じた。 

事故調査の経過 令和２年４月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 ２０亜蘭、１９トン  

ＮＳ２－２３３９９（漁船登録番号）、株式会社はまだ漁業 

２９.００ｍ×４.４８ｍ×１.９２ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、７３６.００kＷ、平成２０年１２月５日 

第２９２－４８７３５号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ２２歳 

一級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２９年３月１０日 

免許証交付日 令和元年９月１９日 

        （令和４年３月９日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船首部船底外板、バルバスバウ及び船底キールに破口を伴う擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 低潮時 

 事故の経過 

 

 本船は、船長及び甲板員１人が乗り組み、令和元年１２月１４日０

１時３０分ごろ長崎県佐世保
さ せ ぼ

市神崎
こうざき

漁港に向けて同県対馬
つ し ま

市下
しも

島南東

方沖の漁場を出発した。 

船長は、操舵室にある背もたれ付きの椅子に腰を掛け、１.５Ｍ及

び３Ｍレンジとしたレーダーを作動させ、約１３ノットの対地速力で

自動操舵により本船を南東進とした。 

船長は、平戸市生月
いきつき

島北方で右舷方に漁船を視認し、生月島北方の

鯨
けい

島付近で同漁船が追い越してきたので手動操舵に切り替えて左舵を
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取って追い越された後、平戸島のハナグリ鼻に向けて再び自動操舵に

して針路を定めた。 

船長は、平戸市度
たく

島東方沖で、周囲に他船がなく、海上も穏やかで

あったので、眠気を感じ、ふだん、眠気を感じたときに行うのと同様

に、ガムを噛んだり、コーヒーを飲んだり、立って体を動かしたり、

操舵室から出て外気に当たったりして眠気を払うことに努めたもの

の、椅子に腰掛けた際、いつしか居眠りに陥った。 

 本船は、度島南西方沖を南東進中、平戸瀬戸に向かう変針予定場所

を通過してそのまま直進し、０４時００分ごろハナグリ鼻の浅瀬に乗

り揚げた。 

 船長は、衝撃で目を覚まし、周囲を確認したところ、乗り揚げてい

ることが分かり、船体の状況を確認し、自力での離礁を試みたが、離

礁できなかったのでまき網船団の漁労長に携帯電話で連絡して救助を

求めた。 

本船は、漁労長からの連絡を受けて来援した僚船により引き出され

た後、佐世保市小佐々
こ さ ざ

町所在の造船所までえい
．．

航された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 本船の喫水は、船首約０.６ｍ、船尾約２.８ｍであった。 

 船長は、１２月１１日、１２日に休みをとり、本事故前日の１３日

１０時００分ごろ神崎漁港を出港後、甲板員が当直して約４時間休息

した後、漁場で魚の探索業務を行い、１６時００分ごろから１８時０

０分ごろまで錨泊して約２時間休息し、再び魚の探索業務を行った後

に帰港の操船をして本事故時まで約１０時間の当直を行っていた。 

 船長は、まき網船団の運搬船の船長として約１０か月乗船して周り

に迷惑を掛けないように気を張っていた。 

船長は、レーダーの接近警報が他船及び陸岸により頻繁に作動する

ので同警報のスイッチを切っていた。 

 船長は、平戸瀬戸に入る際に甲板員と当直を交替しようと思ってい

たが、眠気を催したときに交替すればよかったと本事故後に思った。 

 甲板員は、小型船舶操縦免許証を保持しており、本事故当時、後部

の船室で寝ていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、平戸市度島南西方沖を自動操舵で南東進中、単独で操船中

の船長が居眠りに陥り、変針予定場所を通過してハナグリ鼻に向かっ

て航行を続けたことから、同鼻の浅瀬に乗り揚げたものと推定され

る。 

 船長は、追越し船の漁船が通過した後、周囲に他船がなく海上が穏
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やかであったこと、及び約１０時間連続で当直を行っていたことか

ら、覚醒水準が低下し、居眠りに陥ったものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、平戸市度島南西方沖を自動操舵で南東進

中、単独で操船中の船長が居眠りに陥り、変針予定場所を通過してハ

ナグリ鼻に向かって航行を続けたため、同鼻の浅瀬に乗り揚げたもの

と推定される。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・居眠りを防止する措置を採っても眠気が払拭できない場合は、他

の乗組員と当直を交替すること。 

・事故発生の際は、速やかに海上保安庁に通報すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 船

鯨島 
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肥前横島灯台 

長崎県 
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福岡県 

生月島 

事故発生場所 

（令和元年１２月１４日 

０４時００分ごろ発生） 
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